
○課題解決に向けた取組（現状の取組状況と課題）

開建 振興局 気象台 自衛隊
北海道警察及び
遠軽警察

佐呂間町 湧別町 北見市 遠軽消防 北見消防

（１）円滑かつ迅速な避難のための取組

①情報伝達、避難計画等に関する事項
ア　洪水時における河川管理者からの情報
提供等
（内容及びタイミングの確認）

・河川管理者と市町村長等に河川の情
報を伝達するホットラインの構築状況

－

・振興局（副局長・出張
所長）は、関係自治体首
長へ情報伝達（ホットラ
イン）を実施している。
また、河川水位の情報を
川の防災情報等で住民に
情報提供している。

－ － －

・網走開建遠軽開発事務
所長、振興局（副局長・
出張所長）、関係自治体
首長とのホットラインが
構築済み。

・網走開建遠軽開発事務
所長、振興局（副局長・
出張所長）、関係自治体
首長とのホットラインが
構築済み。

・網走開建遠軽開発事務
所長、振興局（副局長・
出張所長）、関係自治体
首長とのホットラインが
構築済み。

－ － －

A

(1)①ア

イ　避難勧告等の発令対象区域、発令判断
基準等の確認

・「避難勧告等に関するガイドライ
ン」（H29.1月内閣府）を参考とし
た避難勧告等の発令対象区域、発令判
断基準等の確認

－

・水位周知河川を公表
済。

－ － －

・佐呂間別川のみ、洪水
を対象とした避難勧告等
の発令区域、基準を設定
している。

・避難勧告等の判断・伝
達マニュアル（水害編）
の検証・見直しを行っ
た。

・新たな洪水浸水想定に
基づく地域防災計画の見
直しを検討中。

－ －

・水位周知河川以外の河川も検討する必要
がある。【振興局・佐呂間町】
・想定最大規模の洪水を対象とした避難勧
告等の発令区域、基準を見直す必要があ
る。【佐呂間町】
・早期の避難勧告等発令判断のため、上流
地点の実況や予測の累加雨量または時間雨
量の把握と判断値の検証が必要。【湧別
町】

B１

(1)①イ

・水害対応タイムラインの作成状況、
運用状況を記載
※協議会資料を適宜修正

－

・佐呂間別川、芭露川に
ついては、幹事会で提示
し各機関の意見を照会
中。

－ － －

・佐呂間別川のタイムラ
インについて検討し・関
係機関と調整中。

・芭露川のタイムライン
について検討し関係機関
と調整中。

－ － －

・タイムラインを作成し、地域防災計画に
避難勧告等の発令基準を明確にすることが
必要。【振興局】
・要配慮者に対する避難準備情報を発令す
るための適切なタイミングの判断が非常に
難しい。【佐呂間町・湧別町・北見市】
・佐呂間別川のタイムラインについて検討
する必要がある。【北見市】

B２

(1)①イ

ウ　水害危険性（浸水想定及び河川水位等
の情報）の周知

・水位周知河川の検討・調整

－

・佐呂間別川水系では佐
呂間別川と芭露川が対
象。 － － － － － － － － －

C１

(1)①ウ

・「地域の水害危険性の周知に関する
ガイドライン」（H29.3月国交省）
を参考に、簡易な方法による水害危険
性の周知を行う河川及び当該河川にお
ける情報提供方法の検討調整状況

－

・水位周知河川以外にお
いては、平成２９年度よ
り洪水氾濫危険区域図を
作成中。

－ － － － － － － －

・水位周知河川以外の河川における水害リ
スクの高い箇所の把握や水位把握および周
知が必要。【振興局・佐呂間町・湧別町・
北見市】

C２

(1)①ウ

エ　ICTを活用した住民等へ適切かつ確実
に情報伝達する体制や方法の改善・充実

・「川の防災情報」等、河川水位やＣ
ＣＴＶカメラ等のリアルタイム情報等
の周知方法について検討調整

・国管理区間では、ホー
ムページで、河川水位や
CCTVカメラ等のリアル
タイム情報提供を実施し
ている。

・水位計は永代、中佐呂
間、芭露の３地点に設置
されている。

－ － － － － － － －

・芭露川へのCCTVカメラ等の設置が必
要。【湧別町】

D１

(1)①エ

・緊急速報メールの活用等、住民等に
対する洪水情報や避難情報等の適切か
つ確実な伝達体制・方法について検
討・調整

－

・気象警報、注意報、河
川水位、水防警報等の情
報をホームページや報道
機関等の協力を得てテレ
ビ、ラジオ等を通じて伝
達している。

・H29出水期から新たな
ステージに対応した防災
気象情報の改善の運用を
開始している。

－ －

・サポートメール(登録
制)による緊急防災情報配
信及び利用促進。
・避難行動要支援者名簿
の作成。

・サポートメール(登録
制)による緊急防災情報配
信及び利用促進。
・自治会連絡網、個別電
話連絡及びFAXも含めた
様々な情報伝達手段の活
用。
・自治会で自主防災組織
の先例地(石狩市)調査を
実施。
・自治会や自主防災組織
に対する研修会を2月に
実施。

・サポートメール(登録
制)による緊急防災情報配
信及び利用促進。
・避難行動要支援者名簿
の作成。
・地域の支援体制づくり
について住民への説明会
を実施。

・構成町の避難所開設情
報等の収集と防災担当と
の連絡体制の確認。
・避難情報、警報を消防
職・団員へ伝達するた
め、順次指令システムを
活用した情報伝達の活
用。

・消防団員に対し河川等
の警戒情報をメール配
信。

・高齢者や要配慮者に対して、適切な避難
情報のタイミングなどの検討・整備が必
要。【佐呂間町・湧別町・北見市】
・携帯電話やパソコンを持っていない住民
への伝達方法の検討【湧別町】
・地域住民の避難率が低い。【北見市】

D２

(1)①エ

オ　隣接市町村への広域避難体制の構築 各市町村内の避難場所だけで避難者を
収容できない場合等は、隣接市町村等
における避難場所の設定や連絡体制等
について検討・調整する

－ － － － － － － － － －

・隣接する市町への避難が安全となる場合
があるため、広域避難計画について検討す
る必要がある。【佐呂間町・湧別町・北見
市】
・組合構成町以外の消防職・団員との協力
体制の構築が課題。【遠軽消防】

E

(1)①オ

カ　要配慮者利用施設等における避難計画
等の作成・訓練に対する支援

・市町村地域防災計画に定められた要
配慮者利用施設の避難確保計画及び地
下街等の避難確保・浸水防止計画の作
成状況、訓練の実施状況を確認する。

・平成29年5月10日に
紋別市で遠軽・紋別地区
における要配慮者施設へ
の説明会を実施し、適切
な避難行動への理解につ
いて説明。

・平成２９年度、洪水浸
水想定区域内における要
配慮者利用施設位置図を

提示。

－ － － － － －

・要配慮者利用施設が、
消防法第８条に定める消
防計画の作成が必要な施
設である場合は、消防計
画を作成している。

－

・洪水浸水想定区域内の要配慮者利用施設
を地域防災計画に位置付けると同時に、避
難確保計画の策定や避難訓練の実施の義務
について、施設管理者の認識や理解が必
要。【湧別町】
・消防法令で義務付けている避難訓練を実
施する際に、避難確保計画に基づく避難訓
練も併せて実施したい要望があった場合の
消防機関としての対応が課題。例えば、消
防職員と町職員が避難訓練に立ち会うな
ど。【遠軽消防】
・災害時要援護者施設の避難訓練の推進
【遠軽警察】

F１

(1)①カ

・避難確保計画の作成や訓練の実施状
況等を踏まえ、支援策や支援体制等に
ついて検討・調整する

・平成29年5月10日に
紋別市で遠軽・紋別地区
における要配慮者施設へ
の説明会を実施し、適切
な避難行動への理解につ
いて説明。

－ － － － － － － － －

・消防法令に基づく防火管理者資格取得講
習では消防計画の作成方法についての講義
を行っているが、避難確保計画の作成支援
として携わることができることはあるか。
【遠軽消防】

F２

(1)①カ

課題
番号

別紙１

項　　目（２６項目） 確認事項（３２事項）

現状の取組状況

課題

資料３



○課題解決に向けた取組（現状の取組状況と課題）

開建 振興局 気象台 自衛隊
北海道警察及び
遠軽警察

佐呂間町 湧別町 北見市 遠軽消防 北見消防

課題
番号

別紙１

項　　目（２６項目） 確認事項（３２事項）

現状の取組状況

課題

資料３

②平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項
ア　想定最大規模の降雨に係る洪水浸水想
定区域図等の共有

想定最大規模の降雨に係る洪水浸水想
定区域図等の作成・公表を共有する

－

・平成29年9月より佐呂
間別川と芭露川において
想定最大規模の降雨によ
る浸水想定区域図を公表
し、各市町長に通知して
いる。

－ － －

・平成29年9月に佐呂間
別川における想定最大規
模の降雨による浸水想定
区域図が道から通知され
ている。

・平成29年9月に佐呂間
別川と芭露川における想
定最大規模の降雨による
浸水想定区域図が道から
通知されており、湧別町
HPでも公表している。

・平成29年9月に佐呂間
別川における想定最大規
模の降雨による浸水想定
区域図が道から通知され
ている。 － －

・HPでは公表していない。【佐呂間町・北
見市】
・水位周知河川以外の浸水想定区域の把
握。【湧別町】 G

(1)②ア

想定最大規模に係る洪水浸水想定区域
図を踏まえた洪水ハザードマップの作
成・公表予定等を共有する

－ － － － － － － － － －

・想定最大規模の降雨によるハザードマッ
プの作成が必要。【振興局】
・水位周知河川以外の想定最大規模の浸水
想定区域の把握。【湧別町】

H１

(1)②イ

・「水害ハザードマップ作成の手引
き」（H28.4月国交省）を参考に、
わかりやすい洪水ハザードマップを住
民への効果的な周知方法を検討調整 － － － － － －

・土砂災害警戒区域等も
含めた最大想定浸水区域
のハザードマップの見直
しを行っている。 － － －

・効果的な周知方法の検討が必要。【佐呂
間町・北見市】
・土砂災害基礎調査の進捗状況によって
は、ハザードマップ等の見直しスケジュー
ルに変更の可能性がある。【湧別町】

H２

(1)②イ

ウ まるごと・まちごとハザードマップの
促進

・「まるごと・まちごとハザードマッ
プ実施の手引き」（H29.6月国交
省）を参考に、取組の推進について検
討調整 － － － － － －

・まるまちハザードマッ
プ設置検討を実施中。

－ － －

・想定浸水深や避難場所等に係る看板等の
掲示は重要。【振興局】 I

(1)②ウ

エ　住民、関係機関が連携した避難訓練等
の充実

・各市町村等による避難訓練の実施状
況や実施予定を共有するとともに、住
民等や多様な関係機関が連携した避難
訓練を検討調整

・国管理区間において
は、各関係機関主催の訓
練等に参画している。

・各関係機関主催の訓練
等に参画。

・各関係機関主催の訓練
等に参画。

・各関係機関主催の訓練
等に参画。

・各関係機関主催の訓練
等に参画。【北海道警
察】

・広報誌等による水害災
関連記事や情報を提供し
ている。
・地域住民、自治会によ
る「北海道地域防災マス
ター」の認定取得促進に
努めている。

・広報誌等による水害災
関連記事や情報を提供し
ている。
・地域住民、自治会によ
る「北海道地域防災マス
ター」の認定取得促進に
努めている。

・関係機関や民間企業を
交えた総合防災訓練の実
施。

・各関係機関主催の訓練
等に参画。

・各関係機関主催の訓練
等に参画。

・地域住民の避難率が低く水害に関する住
民等の意識向上が必要。【佐呂間町・北見
市】
・自治会や自主防災組織を中心に、学校や
企業など地域が一体となった避難訓練の実
施。（要配慮者支援体制の整備）【湧別
町】
・想定最大規模の洪水に備えた避難誘導体
制が消防機関において構築されていない。
【遠軽消防】
・避難訓練の参加や、講話・広報は必要と
思う。【遠軽警察】

J

(1)②エ

オ　防災教育の促進 ・防災教育に関する指導計画作成への
支援など、小学校等の先生による防災
教育の実施を拡大する方策等に関する
取組について検討調整

・必要に応じて、防災意
識の向上や河川環境への
理解を深めるため、「川
の防災学習会」を実施し
ていく。

・必要に応じ市町が行う
取組について協力する。
・「Ｄｏはぐ」や、「地
域防災マスター制度」を
はじめとした防災教育事
業の推進を図っている。

・必要に応じ市町が行う
取組について協力する。

・必要に応じ市町が行う
取組について協力する。

・必要に応じ市町が行う
取組について協力する。

・指定緊急避難場所、指
定避難所、避難方法等の
周知徹底や、避難行動、
水害リスクについて指
導、啓発を実施し、防災
意識の向上を図ってい
る。

・避難訓練、防災に関す
る出前講座、防災学習等
の実施により、指定緊急
避難場所、指定避難所、
避難方法等の周知徹底
や、避難行動、水害リス
クについて指導、啓発を
実施し、防災意識の向上
を図っている。

・子どもや住民を対象と
した出前講座の実施。

－

・必要に応じ市町が行う
取組について協力する。

・市町村によって体制が整っておらず、防
災教育の取組に差がある。【振興局】

K

(1)②オ

③円滑かつ迅速な避難に資する施設等の整備に関する事項
ア　危機管理型水位計等の整備 ・危機管理型水位計の配置計画を検討

調整

－

・水位周知河川区間以外
における水位状況把握に
向けて簡易水位計の配置
計画を検討している。 － － － － － － － －

・水害リスクの高い箇所における水位把握
が重要。【振興局】
・芭露川上流地点への水位計の設置。【湧
別町】
・佐呂間別川上流地点への水位計の設置。
【北見市】

L１

(1)③ア

・河川監視用カメラの配置計画を検討
調整

ー － － － － － － － － －

・芭露川への監視カメラの設置。【湧別
町】
・佐呂間別川上流地点への河川監視カメラ
の設置。【北見市】

L２

(1)③ア

イ　危機管理型ハード対策の実施 ・危機管理型ハード対策の概ね５年間
の整備箇所を共有
※堤防決壊の時間を引き延ばす天端舗
装

－

・河川利用促進として、
佐呂間町市街地の堤防の
一部において天端舗装を
実施している。

－ － － ー ー ー － －

・芭露川の下流では住家が集まっており、
堤防決壊までの時間を引き延ばすことが重
要。【振興局】 M

(1)③イ

ウ　河川防災ステーション等の整備

　　※防災資材備蓄整備

・ブロック・土砂等の備蓄場につい
て、設置位置及び規模等を検討調整す
る

－ － －

・防災装備品を計画的に
整備している。

－

・年次的災害用備蓄品の
整備。

・小型発電機5基、投光
機5基を購入、町内3箇
所の備蓄庫に配備。

・年次的災害用備蓄品の
整備。
・災害時の迅速な情報収
集に活用する小型無人航
空機（ドローン）導入。

－ －

・堤防決壊や侵食時に緊急投入するブロッ
ク等の備蓄が必要。【振興局】
・芭露川下流への自営排水ポンプの購入・
設置を検討。【湧別町】 N

(1)③ウ

エ　避難場所、避難経路の整備 ・避難場所、避難経路の整備にあた
り、河川工事等の発生土砂を有効活用
するなど検討調整

－ － ー － － ー － － － －

・広範囲の浸水によっては、孤立集落の避
難場所が確保されない場合がある。【佐呂
間町・湧別町・北見市】

O

(1)③エ

イ　水害ハザードマップの作成、改良と周
知



○課題解決に向けた取組（現状の取組状況と課題）

開建 振興局 気象台 自衛隊
北海道警察及び
遠軽警察

佐呂間町 湧別町 北見市 遠軽消防 北見消防

課題
番号

別紙１

項　　目（２６項目） 確認事項（３２事項）

現状の取組状況

課題

資料３

（２）的確な水防活動のための取組

①水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する事項
ア　重要水防箇所の確認 ・河川整備の進捗を踏まえて、出水期

前に重要水防箇所の確認を行うととも
に現地にて関係者による共同点検等の
実施について検討調整

－

・芭露川の土地利用を踏
まえ、平成２９年度に重
要水防区間を見直し追加
修正した。
・重要水防箇所の確認は
出水期前に実施してい
る。

－ － － ー ー ー － －

・道管理河川における共同点検が実施され
ていない。【振興局】
・道管理区間における水害リスクの高い箇
所等の共同点検が必要。【佐呂間町・北見
市】
・避難勧告等の発令判断に資する芭露川重
要水防箇所の確認・共同点検が必要。【湧
別町】

P

(2)①ア

イ　水防資機材の整備等 ・各構成員が保有する水防資機材の配
置について共有するとともに、水防資
機材の整備や洪水時の相互応援につい
て検討調整

－

・各機関が保有している
情報は共有している。

－

・各機関が保有している
情報は共有している。

－

・各機関が保有している
情報は共有している。

・各機関が保有している
情報は共有している。

・各機関が保有している
情報は共有している。

－

・資機材等の保有状況の
確認と情報共有及び点検
を実施。

・各機関が持つ水防資機材等の保有状況に
ついて、情報共有による詳細な把握が必
要。【振興局・佐呂間町・北見市】

Q

(2)①イ

ウ　水防訓練の充実 ・多様な関係機関、住民等の参加等に
よる実践的な水防訓練について検討調
整

－

・各関係機関主催の訓練
等に参画。

・各関係機関主催の訓練
等に参画。

・各関係機関主催の訓練
等に参画。

・各関係機関主催の訓練
等に参画。

ー

・町内建設業協会との災
害時協力体制に関する協
定締結。

・関係機関や民間企業を
交えた総合防災訓練の実
施。

・各自治体（水防管理団
体）等主催の訓練等に参
画。

・各自治体等主催の訓練
等に参画

・地域や関係機関との水防訓練の共同実
施。【湧別町】 R

(2)①ウ

エ　水防に関する広報の充実 ・各構成員の水防に関する広報の取組
状況や取組予定等を共有し、先進事例
を踏まえた後方の充実について検討調
整

－

・ポスター掲示・リーフ
レット配布やＨＰを通
じ、水防活動の担い手と
なる消防団員の募集を行
うとともに水防協力団体
の募集・指定を行う等、
水防団確保のための取組
みを行っている。

－ － －

・遠軽地区広域組合消防
本部と協力し、水防団員
（消防団員）募集に係る
広報、ポスター掲示やパ
ンフレット配布を実施。

・遠軽地区広域組合消防
本部と協力し、水防団員
（消防団員）募集に係る
広報、ポスター掲示やパ
ンフレット配布を実施。

・広報誌を通じて募集情
報を周知。

・ポスター掲示、募集広
報、パンフレット配布な
ど消防団員募集に係る広
報活動を関係市町と協力
して実施している。

・広報誌やHPに団員募
集について掲載。
・事業所に団員募集ポス
ターやリーフレットを配
布し入団促進の実施。

・団員の高齢化、減少傾向のなか、大規模
洪水時には広範囲で水防活動が必要となる
ことから想定最大規模の洪水時に備え人員
確保が課題。【佐呂間町・湧別町・北見
市・遠軽消防・北見消防】

S

(2)①エ

オ　水防団間での連携、協力に関する検討 ・各水防団の分団等の配置、管轄区域
等を共有し、洪水時の水防団間の連
携・協力について検討調整 － － － － － － － －

・町水防計画の分担区域
のとおり。

・各分団間において定期
的に連携訓練等を実施
・消防団員に対し河川等
の警戒情報をメール配
信。

・分団間での訓練や隣接消防団との連携訓
練について行われていない。【遠軽消防】 T

(2)①オ

②市町村庁舎や災害拠点病院等の自衛水防の推進に関する事項
ア　災害拠点病院等の施設管理者への情報
伝達の充実

・洪水浸水想定区域内における災害拠
点病院等の立地状況を確認し、施設管
理者等に対する洪水時の確実な情報伝
達の方法について検討調整

－ － － － － ー － － － －

・災害拠点病院等の施設管理者等に対する
洪水時の確実な情報伝達体制の検討調整。
【湧別町】

U

(2)②ア

イ　洪水時の防災拠点である町村庁舎等に
おける機能確保のための対策の充実

・市町村庁舎等における洪水時に想定
される浸水被害を確認し、適切に機能
を確保するために必要な対策（耐水
化、非常用電源等の整備等）について
検討調整

－ － － － －

・防災行政無線更新（デ
ジタル化H34.11末ま
で）
・防災拠点施設における
自家発電機等の改良検討

・防災行政無線更新（デ
ジタル化H34.11末ま
で）
・防災拠点施設における
自家発電機等の改良検討

－ － －

・庁舎再編検討・整備に合わせた災害対策
本部としての防災拠点機能の確保。【湧別
町】
・平成33年５月末で防災行政無線の現行ア
ナログ無線の免許が切れるめ、切れる前に
対策が必要。【北見市】

V

(2)②イ

（３）氾濫水の排水、浸水被害軽減に関する取組

①氾濫水の排水、施設運用等に関する事項
ア　排水施設、排水資機材の運用方法の改
善及び排水施設の整備等

・洪水浸水想定区域内における排水施
設、排水資機材の配置、運用方法等に
係る情報を共有し、洪水時の排水施設
等の管理者間の連絡体制を構築すると
ともに、洪水時に円滑かつ迅速な排水
を行うための排水施設等の運用方法に
ついて検討・調整する

・排水ポンプ車をはじ
め、その他照明車など排
水に必要な災害対策車両
を全道各地に配備してい
る。
・排水訓練を北見地区、
美幌地区、湧別地区で実
施

－ － － －

・協定を締結している町
内の建設業協会や消防の
協力及び網走開発建設部
への応援要請等による浸
水の排水作業を行ってい
る。

・必要な資機材の配備検
討を行っている。

－

・関係市町や開発建設部
と協力し浸水箇所の排水
作業を行っている。

－

・浸水継続時間が長くなる住宅地域もあ
り、迅速かつ的確な排水活動が重要。【振
興局】
・内水被害が多発した実績がある。【佐呂
間町・湧別町】
・的確な排水活動を行うため、平時より機
材の使用方法や能力等を確認しておく必要
がある。【振興局・佐呂間町・北見市・遠
軽消防】
・関係機関との協力体制の構築が必要不可
欠。【湧別町】
・排水ポンプ車と異なり、消防ポンプはゴ
ミ、砂、泥、ビニールなどの異物により容
易に吸水不能となることから、使用環境と
判断が課題。【遠軽消防】

W

(3)①ア

イ　洪水を未然に防ぐ対策

　※河川改修や維持対応などのハード対策

・河川管理者によるハード整備や河道
の維持管理状況について情報共有する

－

・佐呂間別川、仁倉川、
小野の沢川、芭露川にお
いて河川整備を実施して
いる。
・河川機能確保のための
計画的な河道掘削や樹木
伐採等の維持管理を実施
している。

－ － － － － － － －

・引き続き河川改修事業を促進し、越水・
溢水リスクを低減させるハード整備が必
要。【振興局】 X

(3)①イ

（４）その他

①その他
ア　災害時及び災害復旧に対する支援強化 ・国が実施する研修、訓練への地方公

共団体の参画など、災害対応にあたる
人材を育成するための方策や、地方公
共団体間の相互支援体制の強化を図る
ための方策について検討調整

・国土交通省国土交通大
学校や北海道開発局研修
室が実施する研修には自
治体職員の受入や聴講が
可能。
・網走開発建設部管内の
自治体へ北海道開発局職
員による防災に関する出
前講座の実績有り

・災害発生市町村に対
し、必要に応じて、リエ
ゾンの派遣を行ってい
る。

－ － － － －

・災害時協定先との運営
訓練の実施。

－ － －

Y

(4)①ア

イ　災害情報の共有体制の強化 ・各構成員における災害情報の共有体
制を強化するため、共有すべき災害情
報や当該情報の共有方策等について検
討調整

・「防災情報共有システ
ム」への接続により、国
管理河川や国道等の状況
把握が可能

・防災関係機関が連携
し、災害対応を行う際の
共通地図として、北海道
防災地図を整備中。防災
拠点や避難所、病院など
を記載予定。

－ － － － － － － － －

Z

(4)①イ


